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※資料編の用語集に解説を載せている用語には＊を付記（初出のみ）   

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、 

「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現をめざす、2015 年の 

国連サミットで採択された、2030 年を期限とする 17 の世界共通の目標です。 

福岡市では、総合計画に基づく各施策の推進により、SDGs の実現に取り組んで 

います。 
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